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国立大学法人群馬大学の中期目標・中期計画一覧表 

                                               

中 期 目 標  中 期 計 画  

前文）大学の基本的な目標 

 本学は、北関東を代表する総合大学として、知の探求、伝承、実

証の拠点として、次世代を担う豊かな教養と高度な専門性を持った

人材を育成すること、先端的かつ世界水準の学術研究を推進するこ

と、そして、地域社会から世界にまで開かれた大学として社会に貢

献することを基本理念に掲げ、以下の目標を設定する。 

① 教育においては、1)教養教育、学部専門教育、大学院教育を

通じて、豊かな人間性を備え、広い視野と探求心を持ち、基礎

知識に裏打ちされた深い専門性を有する人材を育成する。2)学

生の勉学を促進する学習環境と支援体制を整備する。 

② 研究においては、1)各専門分野で独創的な研究を展開する。

とりわけ重点研究領域において国内外の大学・研究機関と連携

して先端的研究を推進し、国際的な研究・人材育成の拠点を形

成する。2)基礎的研究と応用的、実践的研究との融合を図り、

産業界や自治体等との共同研究・共同事業を推進する。 

③ 社会貢献においては、1)地域の知の拠点として、学内外関係

機関との連携した活動を通じて文化を育み、豊かな地域社会を

創るために活動する。2)知の地域社会への還元を推進し、産業

発展に貢献する。3)地域医療を担う中核として、医療福祉を向

上させる。4)地域住民の多様な学習意欲や技術開発ニーズに応

え、地域社会の活性化に貢献する。 

④ 大学運営においては、1)学長のリーダーシップの下で経営戦

略を明確にし、教職員の能力を引き出し、自主性・自律性を持

って効率的な大学運営にあたる。2)学内での情報の共有化と社

会に対する情報発信を促進する。3)不断の点検・評価と改革を

推進し、大学の活力を維持発展させる。 
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◆ 中期目標の期間及び教育研究組織  

１ 中期目標の期間 

  平成 22 年４月１日～平成 28 年３月 31 日 

  

２ 教育研究組織 

  この中期目標を達成するため、別表１に記載する学部、研究科等

及び別表２に記載する共同利用・共同研究拠点を置く。 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 

 （ⅰ）学士課程 

豊かな知性と感性及び広い視野を持ち、学士力に裏打ちされ

た、社会から信頼される人材を養成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ⅱ）大学院課程 

高い倫理観と豊かな学識に立脚し、実践力を有する高度専門

職業人及び創造的能力を備えた研究者を養成する。 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置  

１ 教育に関する目標を達成するための措置  

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

 （ⅰ）学士課程 

① 学部の教育の理念・目標に基づく明確なアドミッション・ポリシーを広く周知し、

適切な入学者選抜を実施する。 

② 教養教育においては、幅広く深い教養を涵養し、自然との共生を基盤にした豊かな

人間性と総合的判断力を育むために、少人数ゼミ、総合的学習、外国語教育等に重点

をおき、国際化に対応できる能力及び情報処理能力など、学士力の基盤となる能力を

身に付けさせる教育を展開する。 

③ 専門教育においては、専門職業人として社会で活躍できるように、専門分野の知識

と技能及び実践的能力と問題解決能力を涵養して、学士力を高める教育を展開する。 

④ 教育成果を向上させるために、少人数学習、グループ討論形式の授業等を展開する。

特に教員と学生との対話を重視しながら、問題解決のための調査、分析、結果のまと

め、報告書作成、プレゼンテーション等の技能を修得させる。 

⑤ キャリア教育を、初年次から専門教育にわたって体系的に実施する。 

⑥ シラバスに明示した厳格な評価基準により、適切な評価を実施するとともに、必要

に応じて GPA による成績の検証を行う。また、卒業認定の基準に基づき、適正な卒業

判定を行う。 

 

（ⅱ）大学院課程 

① 研究科及び学府の理念・目標に基づく明確なアドミッション・ポリシーを広く周知

するとともに、社会人等の多様な学習歴を持つ受験生の資質・能力を適切に評価して
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（２）教育の実施体制等に関する目標 

教育課程を効果的に遂行するために、教員を適切に配置し、FD

活動及び評価システムを活用して、教育の質の改善を行う。 

 

 

 

 

 

（３）学生への支援に関する目標 

多様な学生のニーズに対応した効果的な学習支援を行うため、

相談体制を充実するとともに、学生の生活、健康及び就職などの

学生生活全般にわたる支援を行う。 

 

２ 研究に関する目標 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 

入学者を選抜する。 

② 専門分野の最先端までの知識と技能を修得させるとともに、課題探求・問題解決能

力等の高度な研究能力を養成する教育を展開する。高度専門職業人を目指す者は、修

得した能力を実践に活かせるよう、研究者を目指す者は、自立して創造的研究活動が

できるよう指導する。 

③ 大学院課程で共通に必要とされる知識・技能を厳選し、これらを効率よく修得させ

るための共通カリキュラムを系統的に展開する。また、学部教育と連続性・整合性を

持つ体系的な大学院カリキュラムを展開する。 

④ 効果的に教育を展開するために、セミナー、研究会、学会等に積極的に参加させ、

国内外の研究者との交流を通して、教育成果を検証する。 

適切な評価基準を設定し、専門学術誌や国内外で開催される専門学会での発表等を

評価する。 

⑤ 夜間や特定の時期に開講するなど教育方法を工夫し、社会人等のニーズに応える。 

⑥ シラバスに明示した厳格な評価基準により、適切な評価を行う。 

また、成績優秀な学生の顕彰を行うとともに、修了年限を短縮する制度を積極的に

活用する。 

 

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

① 教育体制を点検し、全学的視点に立って適切な人員配置を行う。 

② 教員評価、FD 活動、学生による授業評価及び学生・卒業生などの意見調査を行い、

教育方法を改善する。 

③ 学生との懇談会を定期的に実施し、学生から意見を聴取して、教育方法の改善と教

育環境の整備を行う。また、教員の学生指導や教員と学生の意見交換にはＩＣＴも活

用する。 

 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置   

  大学教育・学生支援機構及び各学部などにおいて、学生の学習支援、生活支援、就職支

援、健康支援を行う。 

 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 
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① 各専門分野において独創的な研究を世界水準で展開すると

ともに、本学の伝統をなす実践的、実学的研究と基礎的諸科

学との融合を図り、学際的研究分野を進展させる。 

② 地域社会の諸課題についての研究を行い、その成果を地域

社会に還元する。 

 

（２）研究実施体制等の整備に関する目標 

研究の発展を促進するため、また、大学として重点的に取り組

む領域や学部(研究科、学府)・学科（専攻）の枠を越えた複合領

域の研究を推進するために、学長のリーダーシップに基づいて研

究者等を適切に配置し、施設及び設備などの研究環境を整備する。

さらに、国際的競争力を持つ先進的研究拠点の活動を担う人材を

育成する。 

 

 

 

 

３ その他の目標 

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標 

① 大学の教育研究の成果を積極的に開放するとともに、地域

社会の核となって他大学及び諸機関などとの連携活動を推進

し、地域社会の活性化と教育文化水準の向上に貢献する。 

② 産学官連携活動を一層推進し、研究成果の社会還元を行う

など、社会の多様なニーズに応える。 

 

（２）国際化に関する目標 

① 海外からの留学生の受入れ及び本学学生の海外派遣を推進

するとともに、国際的視野に立って教育、研究を充実する。

② 海外の大学等との学術交流を推進し、教職員の国際交流を

積極的に行う。 

 

（３）附属病院に関する目標 

① -1)  研究者の自由な発想と課題設定に基づく多様な基礎研究を推進する。 

2)  本学の特色を活かし、優れた研究教育拠点の形成を見込むことのできる研究を

プロジェクト型研究として設定し、重点的に推進する。 

② 学外組織と共同研究を行う等、地域的特性に根ざした諸課題を解決するための研究

を推進し、その成果を広く地域社会に還元する。 

 

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置 

① -1) 学長が裁量権を持つ教職員枠により、研究者、研究支援者等の適正配置を行う。 

2) 強みを有する統合腫瘍学や内分泌代謝学等の先端研究分野において、世界水準 

の研究力を強化するため、先端的な研究組織（未来先端研究イニシアティブ）を 

設置し、ハーバード大学マサチューセッツ総合病院等海外からも優秀な外国人研 

究者を招へいし、国際共同研究を推進する。 

② 若手研究者の研究を支援するために研究助成金及び海外派遣助成金を措置する。 

③ 施設使用面積並びに研究室の配分・配置の見直しを行い、研究スペースを競争原理

に基づき重点的に貸与する。 

 

 

３ その他の目標を達成するための措置 

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置   

① 地域連携推進室を中心に、公開講座、各種体験教室、高大連携事業等の実施により、

地域の振興・発展に貢献する。 

 

② 研究・産学連携戦略推進機構を中心に、産学連携活動と知的財産の技術移転活動を

推進する。 

 

（２）国際化に関する目標を達成するための措置 

① 海外からの留学生の受入れ及び本学学生の海外派遣を推進する。また、留学生に対

する教育や生活支援等を充実させる。 

② 教職員の国際交流を推進し、必要に応じて外国人研究者の招聘を行う。 

 

 

（３）附属病院に関する目標を達成するための措置  
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患者中心の医療を推進し、安心・安全で質の高い医療を提供す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）附属学校に関する目標 

① 教育学部及び教育学研究科との連携により教育実習等を充

実させ、教員養成教育の機能を強化する。 

② 教育学部及び教育学研究科との共同研究を組織的に展開

し、その成果を附属学校での教育に活用する。 

 

 

③ 地域の教育のモデル校として関係教育機関と連携し、地域

の教育活動の活性化に貢献する。 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

１ 組織運営の改善に関する目標 

① 学長のリーダーシップの下、機動的な組織運営を図り、教育、

研究、診療、社会貢献、国際交流等の各般にわたり、実施体制・

方法等のあり方について、本学の基本的な目標を踏まえた不断

の見直しを行いつつ、戦略的な学内資源配分を行う。 

② 教職員の評価を実施し、評価結果を適正に活用する。 

③ 学長及び役員会を中心とし、適切な人事管理を行う。 

 

 

 

 

① 医療事故防止・院内感染対策等のための院内安全管理体制を安定的に運用するとと

もに、患者サービスをさらに向上させる。 

② 大学院医学系研究科、生体調節研究所、重粒子線医学研究センター等との共同研究

により、先進医療及び医療機器等の研究開発を推進する。 

③ 重粒子線がん治療に向けて体制を整備し、臨床運用する。 

④ 医療人能力開発センターを中心として、医師、コメディカル等の医療従事者の専門

能力を高める教育研修プログラムを実施する。 

⑤ 自治体及び県内外の医療機関との連携により地域医療の質を向上させるとともに、

地域の住民、医療関係者への医療情報提供、生涯教育活動を行う。 

 

（４）附属学校に関する目標を達成するための措置  

① 教育学部の教育実習計画に基づき教育実習の指導内容・方法の改善を図るととも

に、教育学研究科の教育課程にも積極的に協力する。 

② -1) 学部・附属共同研究委員会の活動を充実させ、教育学部及び教育学研究科との 

共同研究を推進するとともに、学外に向けて研究成果を公開する。 

2) 地域の教育の充実に貢献できるような、附属学校の先導的・実験的な活用を推 

進し、その成果を検証する。 

③ 教育の現代的課題に対応するため、特別支援教育サポートセンターを改組・整備し、

地域の教育への貢献活動を推進する。 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

① 学長のリーダーシップの下、教育、研究、診療、社会貢献、国際交流等の分野につい

て重点とすべき内容を精選の上、教育研究組織等の見直しや整備等を含め、適切な学内

資源の配分を行う。 

  特に、機動的・戦略的な法人運営を行うため、教員を全学的に一元管理する「学術研

究院」を設置する。 

② 教職員の人事評価を定期的に実施し、評価結果を給与等に反映させる。 

③ -1) 運営費交付金、事業収入等に基づく、効率的な人員管理、人件費の運用を行う

とともに競争的資金等を活用する。 

2)  多様な人材を確保するため、人事・給与システムの弾力化に取り組む。特に、

適切な業績評価体制を整備し、年俸制を促進する。 
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２ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

 業務内容の改善を通じて効率的・合理的な業務運営を実現す

る。 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 

１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標 

① 外部研究資金とその他の自己収入の増加に努める。 

 

 

 

② 附属病院の健全な経営と安定した収入の確保に努める。 

 

 

２ 経費の抑制に関する目標 

（１）人件費の削減 

  「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に

関する法律」(平成 18 年法律第 47 号)に基づき、平成 18 年度

以降の 5 年間において国家公務員に準じた人件費削減を行う。

更に、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」(平

成 18 年 7 月 7 日閣議決定)に基づき、国家公務員の改革を踏

まえ、人件費改革を平成 23 年度まで継続する。 

 

（２）人件費以外の経費の削減 

  効率的な予算執行と業務の効率化により管理的経費を節減す

る。 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

１ 評価の充実に関する目標 

 自己点検・評価を厳正に実施するとともに、第三者評価等の結果

を大学運営の改善に役立てる。 

 

 

 

２ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

 業務内容の簡素・合理化を進め、必要に応じ事務処理体制を見直しつつ、効率的な事務執

行を行う。 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

① -1) 学内外にまたがるプロジェクト型研究により、大型外部研究資金獲得を目指す。 

2) 科学研究費補助金等各種外部研究資金の獲得のために、教職員に対する積極的

な情報提供と支援を行う。 

3) 収入の増加を図るため、共同研究の推進等、産学官連携を積極的に進める。 

② 安定的かつ効率的な病院運営により、収入を確保するとともに、経費の削減に努め

る。 

 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

（１）人件費の削減に関する目標を達成するための措置 

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成 18 年法律

第 47 号)に基づき、国家公務員に準じた人件費改革に取り組み、平成 18 年度からの 5年

間において、△5％以上の人件費削減を行う。更に、「経済財政運営と構造改革に関する

基本方針 2006」(平成 18 年 7 月 7日閣議決定)に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人

件費改革を平成 23 年度まで継続する。 

 

 

（２）人件費以外の経費の削減に関する目標を達成するための措置 

各種業務委託の点検及び光熱水量の抑制などにより、管理的経費を削減する。 

 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

① 自己点検・評価を定期的に実施するとともに、第三者評価等の結果を業務改善に反

映させる。 

② 教員評価の結果を踏まえ、教員の諸活動の支援・啓発を行う。 
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２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標 

 教育研究その他大学運営全般に関する情報を積極的かつ効果的に

発信し、社会に対する説明責任を果たす。 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 

① 施設の整備方針を明確にし、各キャンパスの特性を踏まえた

施設整備を重点的・計画的に行うとともに、点検・評価に基づ

き有効活用を行う。 

② 設備の整備を計画的に行うとともに、有効活用を行う。 

 

③ 公共施設としてのキャンパス機能を確保するため、人と地球

環境に十分配慮した施設整備を行う。 

 

２ 安全管理に関する目標 

 安全対策の強化及び安全管理教育の徹底を通して、学生及び教職

員などの安全を確保する。 

 また、情報管理の徹底を図るため、情報セキュリティを高め

る。 

 

 

３ 法令遵守に関する目標 

 国立大学法人としての使命感・倫理観に立ち、法令及び関係諸規

則に基づく公正・透明性のある運営を行う。 

 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 

 教育、研究、社会貢献等の大学運営の状況について、積極的に公開する。 

 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

① 施設整備推進戦略に基づき、計画的に整備を行うとともに、施設の点検・評価に基

づく有効活用を行う。 

 

② 設備マスタープランにより、計画的かつ継続的に教育研究等設備を整備するととも

に、有効活用を行う。 

③ 地球環境の保全に配慮し、多様な利用者が安全かつ快適に利用できるキャンパス整

備を行う。 

 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

① 危機管理規則及び教職員安全衛生管理規則などに基づき、修学及び教育研究環境な

どの安全を確保する。 

② 安全管理教育を徹底させるため、定期的に安全衛生講習会等を開催する。 

③ 群馬大学情報セキュリティポリシーを普及し、情報ネットワーク及びコンピュータ

システムに関する危機管理対策を徹底させる。 

 

３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

 研究活動における不正防止、研究費等の適正な経理並びに服務規律等の徹底を図るため、

教職員に対する啓発活動等を行うなど、法令遵守を徹底する。 

 

Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

   別紙参照    

 

Ⅶ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

     32 億円  
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２ 想定される理由 

   運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費とし

て借り入れることが想定されるため。 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

１ 重要な財産を譲渡する計画 

   該当無し 

 

２  担保に供する計画 

 附属病院の施設・設備の整備に必要となる経費の長期借入に伴い、本学附属病院の敷

地及び建物について、担保に供する。 

 

Ⅸ 剰余金の使途 

  決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充て

る。 

 

Ⅹ その他 

１ 施設・設備に関する計画 

施設・設備の内容 予定額(百万円) 財 源 

(荒牧)総合研究棟改修

(教育学系)、 

(荒牧)屋内運動場改修、

小規模改修(営繕事業) 

 

総額 

     766

施設整備費補助金(  454) 

 

船舶建造費補助金(  0) 

 

長期借入金   (    0) 

 

国立大学財務・経営ｾﾝﾀｰ 

施設費交付金  ( 312) 

（注１）施設・設備の内容・金額については見込みであり、中期目標を達成するために必要

な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備

の改修等が追加されることもある。 

（注２）小規模改修について２２年度以降は２１年度同額として試算している。 

       なお、各事業年度の施設整備費補助金、船舶建造費補助金、国立大学財務・経営セ
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ンター施設費交付金、長期借入金については、事業の進展等により所要額の変動が予

想されるため、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程等において決定さ

れる。 

 

２ 人事に関する計画  

（１）基本原則 

  ① 教員の選考に当たっては、本学の基本理念に則り、人格及び識見共に優れた者につ

き、教育・研究業績及び能力等を総合的に判断して行う。広く学内外に有能な人材を

求めるため、原則として公募制を採用する。また、必要に応じて任期制を積極的に活

用する。 

  ② 職員の採用及び昇任に当たっては、専門的能力に加え、幅広い視野を有し、時代の

変化や複雑化する社会の現状に対応し得る人材の確保に努め、効率的な大学運営を支

える有為な人材の登用を図る。 

（２）人員管理 

   ① 人員管理に関する中・長期的計画を策定するとともに、各部局及び部局間の教職員

配置等に関する適正な調整を行う。 

② 必要に応じて、外部資金の活用により教職員を配置する。 

（３）人事管理及び研修等 

   ① 人材育成の視点、能力及び業績等を重視した人事管理を行う。 

  ② 大学教職員としての多様な能力等の養成及び向上を図るため、定期的な研修を実施

し、効果的な運用を図る。  

   ③ 教職員の能力の向上及び組織の活性化を図るため、他の国立大学法人、国、独立行

政法人、地方公共団体、民間団体等の諸機関との人事交流を積極的に行う。 

 

（参考） 中期目標期間中の人件費総見込み 100,515 百万円 

 

 

３  中期目標期間を超える債務負担 

  (PFI 事業) 

   該当なし 

 

(長期借入金) 
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                                 (単位：百万円)  

年度

 

財源 

 

H22 

 

H23 

 

H24 

 

H25 

 

H26 

 

H27 

中期目標 

期間小計 

次期以降 

償還額 

総債務 

償還額 

長期借入金 

償 還 額 

(国立大学財務・

経営センター) 

 

2,899

 

3,001 

 

2,823

 

2,627

 

2,447

 

2,340

 

16,137

 

13,631

 

29,768 

 (注)金額については、見込みであり、業務の実施状況等により変更されることもある。 

 

  (リース資産) 

   該当なし 

 

４．積立金の使途 

 ○ 前中期目標期間繰越金については、次の事業の財源に充てる。 

教育、研究、診療に係る業務及びその附帯業務    

 

 



大学等名  群馬大学

（単位：百万円）

金　　額

　収入

運営費交付金 72,901

施設整備費補助金 454

船舶建造費補助金 0

国立大学財務・経営センター施設費交付金 312

自己収入 137,244

授業料及び入学料検定料収入 23,532

附属病院収入 112,969

財産処分収入 0

雑収入 743

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 15,795

長期借入金収入 0

226,706

　支出

業務費 189,686

教育研究経費 97,176

診療経費 92,510

施設整備費 766

船舶建造費 0

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 15,795

長期借入金償還金 20,459

226,706

［人件費の見積り］

中期目標期間中総額 100,515百万円を支出する。（退職手当は除く。）

　注）人件費の見積りについては、平成23年度以降は平成22年度の人件費見積り額を踏まえ試算

　　している。

　注）退職手当については、国立大学法人群馬大学退職手当規程に基づいて支給することとす

　　るが、運営費交付金として交付される金額については、各事業年度の予算編成過程において

　　国家公務員退職手当法に準じて算定される。

　注）組織設置に伴う学年進行の影響は考慮していない。

(別紙)予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

計

計

区　　分

平成22年度～平成27年度　予算

１．予算
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［運営費交付金の算定方法］

○　毎事業年度に交付する運営費交付金は、以下の事業区分に基づき、それぞれに対応した数式

　により算定して決定する。

Ⅰ〔一般運営費交付金対象事業費〕

　　①「教育研究等基幹経費」：以下の事項にかかる金額の総額。Ｅ（ｙ－１）は直前の事業年

　　　度におけるＥ（ｙ）。

        ・　学部・大学院の教育研究に必要な教職員のうち、設置基準に基づく教員にかかる給

　　　　　与費相当額及び教育研究経費相当額。

        ・　附属学校の教育研究に必要な教職員のうち、標準法に基づく教員にかかる給与費相

　　　　　当額。

　　②「その他教育研究経費」：以下の事項にかかる金額の総額。Ｆ（ｙ－１）は直前の事業年

　　　度におけるＦ（ｙ）。

　　　　・　学部・大学院及び附属学校の教育研究に必要な教職員（①にかかる者を除く。）の

　　　　　人件費相当額及び教育研究経費。

　　　　・　附属病院の教育研究診療活動に必要となる教職員の人件費相当額及び教育研究診療

　　　　　経費。

　　　　・　附置研究所及び附属施設等の運営に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経費。

        ・　法人の管理運営に必要な職員（役員を含む）の人件費相当額及び管理運営経費。

        ・　教育研究等を実施するための基盤となる施設の維持保全に必要となる経費。

　〔一般運営費交付金対象収入〕

　　③「基準学生納付金収入」：当該事業年度における入学定員数に入学料標準額を乗じた額及

　　　び収容定員数に授業料標準額を乗じた額の総額。（平成22年度入学料免除率で算出される

　　　免除相当額及び平成22年度授業料免除率で算出される免除相当額については除外。）

  　④「その他収入」：検定料収入、入学料収入（入学定員超過分等）、授業料収入（収容定員

　　　超過分等）及び雑収入。平成22年度予算額を基準とし、第２期中期目標期間中は同額。

Ⅱ〔特別運営費交付金対象事業費〕

  　⑤「特別経費」：特別経費として、当該事業年度において措置する経費。

Ⅲ〔特殊要因運営費交付金対象事業費〕

　　⑥「特殊要因経費」：特殊要因経費として、当該事業年度において措置する経費。

Ⅳ〔附属病院運営費交付金対象事業費〕

　　⑦「一般診療経費」：当該事業年度において附属病院の一般診療活動に必要となる人件費相

　　　当額及び診療行為を行う上で必要となる経費の総額。Ｊ（ｙ－１）は直前の事業年度にお

　　　けるＪ（ｙ）。

　　⑧「債務償還経費」：債務償還経費として、当該事業年度において措置する経費。

　〔附属病院運営費交付金対象収入〕                                    

　　⑨「附属病院収入」：当該事業年度において附属病院における診療行為によって得られる収

　　　入。Ｌ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＬ（ｙ）。

１．毎事業年度の一般運営費交付金は、以下の数式により算定する。

運営費交付金 ＝ Ａ（ｙ）＋ Ｂ（ｙ）＋ Ｃ（ｙ）＋ Ｄ（ｙ）
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　　Ａ（ｙ）＝ Ｅ（ｙ）＋ Ｆ（ｙ）－ Ｇ（ｙ）

　（１）Ｅ（ｙ）＝ Ｅ（ｙ－１）× β（係数）

　（２）Ｆ（ｙ）＝｛Ｆ（ｙ－１）× α（係数）｝× β（係数）± Ｓ（ｙ）± Ｔ（ｙ）

　　　　　　　　　± Ｕ（ｙ）

　（３）Ｇ（ｙ）＝ Ｇ（ｙ）

--------------------------------------------------------------------------------------

　　Ｅ（ｙ）：教育研究等基幹経費（①）を対象。

　　Ｆ（ｙ）：その他教育研究経費（②）を対象。

　　Ｇ（ｙ）：基準学生納付金収入（③）、その他収入（④）を対象。

　　Ｓ（ｙ）：政策課題等対応補正額。

            　新たな政策課題等に対応するための補正額。各事業年度の予算編成過程において

              当該事業年度における具体的な額を決定する。

　　Ｔ（ｙ）：教育研究組織調整額。

           　 学部・大学院等の組織整備に対応するための調整額。

            　各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定

　　　　　　　する。

　　Ｕ（ｙ）：施設面積調整額。

           　 施設の経年別保有面積の変動に対応するための調整額。

          　  各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定

　　　　　　　する。

２．毎事業年度の特別運営費交付金は、以下の数式により算定する。

　　Ｂ（ｙ）＝ Ｈ（ｙ）

--------------------------------------------------------------------------------------

　　Ｈ（ｙ）：特別経費（⑤）を対象。なお、本経費には新たな政策課題等に対応するために必

　　　　　　　要となる経費を含み、当該経費は各事業年度の予算編成過程において当該事業年

　　　　　　　度における具体的な額を決定する。

３．毎事業年度の特殊要因運営費交付金は、以下の数式により算定する。

　　Ｃ（ｙ）＝ Ｉ（ｙ）

--------------------------------------------------------------------------------------

　　Ｉ（ｙ）：特殊要因経費（⑥）を対象。なお、本経費には新たな政策課題等に対応するため

　　　　　　　に必要となる経費を含み、当該経費は各事業年度の予算編成過程において当該事

　　　　　　　業年度における具体的な額を決定する。

４．毎事業年度の附属病院運営費交付金は、以下の数式により算定する。

　　Ｄ（ｙ）＝｛Ｊ（ｙ）＋ Ｋ（ｙ）｝－ Ｌ（ｙ）

　（１）Ｊ（ｙ）＝ Ｊ（ｙ－１）± Ｖ（ｙ）

　（２）Ｋ（ｙ）＝ Ｋ（ｙ）

　（３）Ｌ（ｙ）＝ Ｌ（ｙ－１）± Ｗ（ｙ）

--------------------------------------------------------------------------------------

　　Ｊ（ｙ）：一般診療経費（⑦）を対象。

　　Ｋ（ｙ）：債務償還経費（⑧）を対象。

　　Ｌ（ｙ）：附属病院収入（⑨）を対象。

    Ｖ（ｙ）：一般診療経費調整額。

            　直近の決算結果等を当該年度の一般診療経費の額に反映させるための調整額。各
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　　　　　　　事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定す

　　　　　　　る。

    Ｗ（ｙ）：附属病院収入調整額。

            　直近の決算結果等を当該年度の附属病院収入の額に反映させるための調整額。各

　　　　　　　事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定す

　　　　　　　る。

　【諸係数】

α（アルファ）：大学改革促進係数。

              　第２期中期目標期間中に各国立大学法人における組織改編や既存事業の見直し

　　　　　　　　等を通じた大学改革を促進するための係数。

              　現時点では確定していないため、便宜上平成22年度予算編成時と同様の考え方

　　　　　　　　で△1.4％とする。

          　    なお、平成23年度以降については、今後の予算編成過程において具体的な係数

　　　　　　　　値を決定する。

β（ベータ）：教育研究政策係数。

              物価動向等の社会経済情勢等及び教育研究上の必要性を総合的に勘案して必要に

　　　　　　　応じ運用するための係数。

              各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な係数値を決定

　　　　　　　する。

注）中期計画における運営費交付金は上記算定方法に基づき、一定の仮定の下に試算されたもの

　であり、各事業年度の運営費交付金については、予算編成過程において決定される。

　　なお、「特別運営費交付金」及び「特殊要因運営費交付金」については、平成23年度以降は

　平成22年度と同額として試算しているが、教育研究の進展等により所要額の変動が予想される

　ため、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程において決定される。

注）施設整備費補助金、国立大学財務・経営センター施設費交付金は、「施設・設備に関する計

  画」に記載した額を計上している。

注）自己収入並びに産学連携等研究収入及び寄附金収入等については、平成22年度の受入見込額

　により試算した収入予定額を計上している。

注）産学連携等研究収入及び寄附金収入等は、版権及び特許権等収入を含む。

注）業務費、施設整備費については、中期目標期間中の事業計画に基づき試算した支出予定額を

　計上している。

注）産学連携等研究経費及び寄附金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄附金収入等により行

　われる事業経費を計上している。

注）長期借入金償還金については、変動要素が大きいため、平成22年度の償還見込額により試算

　した支出予定額を計上している。

注）上記算定方法に基づく試算においては、「教育研究政策係数」は１とし、「政策課題等対応

　補正額」、「教育研究組織調整額」、「施設面積調整額」、「一般診療経費調整額」及び「附

　属病院収入調整額」  については、０として試算している。
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大学等名  群馬大学

（単位：百万円）

金　　額

費用の部 223,606

経常費用 223,606

業務費 196,637

教育研究経費 36,703

診療経費 44,595

受託研究費等 7,925

役員人件費 601

教員人件費 53,687

職員人件費 53,126

一般管理費 1,758

財務費用 3,063

雑損 0

減価償却費 22,148

臨時損失 0

収入の部 226,186

経常収益 226,186

運営費交付金収益 71,563

授業料収益 19,153

入学金収益 3,009

検定料収益 768

附属病院収益 112,969

受託研究等収益 7,925

寄附金収益 7,700

財務収益 173

雑益 570

資産見返負債戻入 2,356

臨時利益 0

純利益 2,580

総利益 2,580

注）受託研究費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。

注）受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。

注）純利益及び総利益には、附属病院における借入金返済額（建物、診療機器等の整備のための

　借入金）が、対応する固定資産の減価償却費よりも大きいため発生する会計上の観念的な利益

　を計上している。

２．収支計画

区　　分

平成22年度～平成27年度　収支計画
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大学等名  群馬大学

（単位：百万円）

金　　額

資金支出 229,158

業務活動による支出 200,784

投資活動による支出 5,463

財務活動による支出 20,459

次期中期目標期間への繰越金 2,452

資金収入 229,158

業務活動による収入 225,940

運営費交付金による収入 72,901

授業料及び入学料検定料による収入 23,532

附属病院収入 112,969

受託研究等収入 7,925

寄附金収入 7,870

その他の収入 743

投資活動による収入 766

施設費による収入 766

その他の収入 0

財務活動による収入 0

前中期目標期間よりの繰越金 2,452

注）施設費による収入には、独立行政法人国立大学財務・経営センターにおける施設費交付事業

　にかかる交付金を含む。

３．資金計画

区　　分

平成22年度～平成27年度　資金計画
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別表１（学部、研究科等）

教育学部

学

社会情報学部

医学部

部

理工学部

教育学研究科

研

社会情報学研究科

究

医学系研究科

科

保健学研究科

学 理工学府

府

別表２（共同利用・共同研究拠点）

生体調節研究所
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別表（収容定員）

教 育 学 部 ８ ８ ０ 人

社 会 情 報 学 部 ４ ４ ０ 人

平 医 学 部 １ ， ３ ０ ２ 人

（ う ち 医 師 養 成 に 係 る 分 野 ６ １ ２ 人 ）

成 工 学 部 ２ ， １ ０ ０ 人

教 育 学 研 究 科 ７ ８ 人

う ち 修 士 課 程 ４ ６ 人

22 専門職学位課程 ３ ２人

社 会 情 報 学 研 究 科 ２ ４ 人

（ う ち 修 士 課 程 ２ ４ 人 ）

年

医 学 系 研 究 科 ４ ６ ０ 人

う ち 修 士 課 程 １ ４ ２ 人

度 博 士 課 程 ３ １ ８ 人

工 学 研 究 科 ７ １ ７ 人

う ち 修 士 課 程 ６ ０ ０ 人

博 士 課 程 １ １ ７ 人

教 育 学 部 ８ ８ ０ 人

社 会 情 報 学 部 ４ ４ ０ 人

平 医 学 部 １ ， ３ １ ０ 人

（ う ち 医 師 養 成 に 係 る 分 野 ６ ３ ５ 人 ）

成 工 学 部 ２ ， １ ０ ０ 人

教 育 学 研 究 科 ７ ８ 人

う ち 修 士 課 程４ ６ 人

23 . 専門職学位課程３ ２ 人

社 会 情 報 学 研 究 科 ２ ８ 人

年 （ う ち 修 士 課 程 ２ ８ 人 ）

医 学 系 研 究 科 ２ ８ ８ 人

度 う ち 修 士 課 程 ３ ０ 人

博 士 課 程 ２ ５ ８ 人

保 健 学 研 究 科 １ ４ ６ 人

う ち 修士 課 程 １ ０ ６ 人

博 士 課 程 ４ ０ 人
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工 学 研 究 科 ７ １ ７ 人

う ち 修 士 課 程 ６ ０ ０ 人

博 士 課 程 １ １ ７ 人

教 育 学 部 ８ ８ ０ 人

社 会 情 報 学 部 ４ ４ ０ 人

平 医 学 部 １ ， ３ １ ８ 人

（ う ち 医 師 養 成 に 係 る 分 野 ６ ５ ８ 人 ）

成 工 学 部 ２ ， １ ０ ０ 人

教 育 学 研 究 科 ７ ８ 人

う ち 修 士 課 程４ ６ 人

24 .専門職学位課程３ ２ 人

社 会 情 報 学 研 究 科 ２ ８ 人

（ う ち 修 士 課 程 ２ ８ 人 ）

年

医 学 系 研 究 科 ２ ７ ３ 人

う ち 修 士 課 程 ３ ０ 人

度 博 士 課 程 ２ ４ ３ 人

保 健 学 研 究 科 １ ３ ５ 人

う ち 修士 課 程 １ ０ ０ 人

博 士 課 程 ３ ５ 人

工 学 研 究 科 ７ １ ７ 人

う ち 修 士 課 程 ６ ０ ０ 人

博 士 課 程 １ １ ７ 人

教 育 学 部 ８ ８ ０ 人

社 会 情 報 学 部 ４ ４ ０ 人

医 学 部 １ ， ３ ４ １ 人

平 （ う ち 医 師 養 成 に 係 る 分 野 ６ ８ １ 人 ）

工 学 部 １ ， ５ ９ ０ 人

成

理 工 学 部 ５ １ ０ 人

教 育 学 研 究 科 ７ ８ 人

25 う ち 修 士 課 程４ ６ 人

.専門職学位課程３ ２ 人

社 会 情 報 学 研 究 科 ２ ８ 人
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年 （ う ち 修 士 課 程 ２ ８ 人 ）

医 学 系 研 究 科 ２ ５ ８ 人

度 う ち 修 士 課 程 ３ ０ 人

博 士 課 程 ２ ２ ８ 人

保 健 学 研 究 科 １ ３ ０ 人

う ち 修士 課 程 １ ０ ０ 人

博 士 課 程 ３ ０ 人

工 学 研 究 科 ３ ７ ８ 人

う ち 修 士 課 程 ３ ０ ０ 人

博 士 課 程 ７ ８ 人

理 工 学 府 ３ ３ ９ 人

う ち 修 士 課 程 ３ ０ ０ 人

博 士 課 程 ３ ９ 人

教 育 学 部 ８ ８ ０ 人

社 会 情 報 学 部 ４ ４ ０ 人

医 学 部 １ ， ３ ６ ４ 人

平 （ う ち 医 師 養 成 に 係 る 分 野 ７ ０ ４ 人 ）

工 学 部 １ ， ０ ８ ０ 人

成

理 工 学 部 １ ， ０ ２ ０ 人

教 育 学 研 究 科 ７ ８ 人

26 う ち 修 士 課 程４ ６ 人

.専門職学位課程３ ２ 人

社 会 情 報 学 研 究 科 ２ ８ 人

年 （ う ち 修 士 課 程 ２ ８ 人 ）

医 学 系 研 究 科 ２ ５ ８ 人

度 う ち 修 士 課 程 ３ ０ 人

博 士 課 程 ２ ２ ８ 人

保 健 学 研 究 科 １ ３ ０ 人

う ち 修士 課 程 １ ０ ０ 人

博 士 課 程 ３ ０ 人

工 学 研 究 科 ３ ９ 人

う ち 博 士 課 程 ３ ９ 人

理 工 学 府 ６ ７ ８ 人

う ち 修 士 課 程 ６ ０ ０ 人

博 士 課 程 ７ ８ 人
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教 育 学 部 ８ ８ ０ 人

社 会 情 報 学 部 ４ ４ ０ 人

平 医 学 部 １ ， ３ ７ ７ 人

（ う ち 医 師 養 成 に 係 る 分 野 ７ １ ７ 人 ）

成 工 学 部 ５ ４ ０ 人

理 工 学 部 １ ， ５ ６ ０ 人

27 教 育 学 研 究 科 ７ ８ 人

う ち 修 士 課 程４ ６ 人

.専門職学位課程３ ２ 人

年 社 会 情 報 学 研 究 科 ２ ８ 人

（ う ち 修 士 課 程 ２ ８ 人 ）

度 医 学 系 研 究 科 ２ ５ ８ 人

う ち 修 士 課 程 ３ ０ 人

博 士 課 程 ２ ２ ８ 人

保 健 学 研 究 科 １ ３ ０ 人

う ち 修士 課 程 １ ０ ０ 人

博 士 課 程 ３ ０ 人

理 工 学 府 ７ １ ７ 人

う ち 修 士 課 程 ６ ０ ０ 人

博 士 課 程 １ １ ７ 人


